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【福山市建設工事請負契約約款（抜粋）】

（受注者の請求による工期の延長）

第２２条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基

づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め

に帰すことができない事由により工期内に工事を完

成することができないときは、その理由を明示した書

面により、発注者に工期の延長を請求することができ

る。

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合

において、必要があると認められるときは、工期を延

長しなければならない。発注者は、その工期の延長

が発注者の責めに帰すべき事由による場合において

は、請負代金額について必要と認められる変更を行

い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用

を負担しなければならない。

（工期の変更方法）

第２４条 工期の変更については、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日

以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注

者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第

２２条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求

を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期

変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日

を定め、発注者に通知することができる。

（発注者の損害賠償請求等）

第５１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を

請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2)～(5) 略

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請

求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡し

を受けた部分に相応する請負代金額を控除した額に

つき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算

した額とする。
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